
2026 年 4 月分電気料金の燃料費調整単価について 

武州ガス株式会社 

 

 ●「国からの電気料金軽減措置による値引き後」の燃料費調整単価には、国による電気料金軽減措置（高圧：▲0.80 円/kWh（税

込）、または高圧：▲0.73 円/kWh（税抜））を含んでいます。なお、特別高圧は対象外です。 

 

◆2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について 

繰上検針の場合、2026 年 6 月初旬に公表する「2026 年 6 月分電気料金の燃料費調整単価について」、分散検針の場合、2026 年 

5 月初旬に公表する「2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について」にあわせてご案内します。 

 

※分散検針：検針日が毎月 2 日から月末までのいずれかの場合 

 繰上検針：検針日が毎月 1 日の場合  

 国からの電気料金軽減措置による値引き前 国からの電気料金軽減措置による値引き後 

供給区

分 

燃料費調整単価 

（税抜）円/ｋＷｈ 

燃料費調整単価 

（税込 10％）円/ｋＷｈ 

燃料費調整単価 

（税抜）円/ｋＷｈ 

燃料費調整単価 

（税込 10％）円/ｋＷｈ 

特

別

高

圧 

繰

上

検

針 

繰上検針の場合、2026 年 5 月初旬に公表する「2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について」にあわせてご案内しま

す。 

分

散

検

針 

▲1.18 ▲1.30 ▲1.18 ▲1.30 

高

圧 

繰

上

検

針 

繰上検針の場合、2026 年 5 月初旬に公表する「2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について」にあわせてご案内しま

す。 

分

散

検

針 

▲1.21 ▲1.33 ▲1.94 ▲2.13 



2026 年 4 月分電気料金の燃料費等調整単価について 

※契約書に「その他添付書類(2026 年度実施)」があるお客様 

 

  国からの電気料金軽減措置による値引き前 国からの電気料金軽減措置による値引き後 

供給区

分 

 
燃料費調整単価 

(税抜)円/kWh 

燃料費調整単価 

(税込 10%) 円/kWh 

燃料費調整単価 

(税抜)円/kWh 

燃料費調整単価 

(税込 10%) 円/kWh 

特

別

高

圧 

繰

上

検

針 

朝時間 

繰上検針の場合、2026 年 5 月初旬に公表する「2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について」にあわせ

てご案内します。 

昼時間 

晩時間 

夜時間 

分

散

検

針 

朝時間 0.11 0.12 0.11 0.12 

昼時間 0.00 0.00 0.00 0.00 

晩時間 2.01 2.21 2.01 2.21 

夜時間 0.88 0.96 0.88 0.96 

高

圧 

繰

上

検

針 

朝時間 

繰上検針の場合、2026 年 5 月初旬に公表する「2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について」にあわせ

てご案内します。 

昼時間 

晩時間 

夜時間 

分

散

検

針 

朝時間 0.11 0.12 ▲0.62 ▲0.68 

昼時間 0.00 0.00 ▲0.73 ▲0.80 

晩時間 2.07 2.27 1.34 1.47 

夜時間 0.90 0.99 0.17 0.19 
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 ●「国からの電気料金軽減措置による値引き後」の燃料費調整単価には、国による電気料金軽減措置（高圧：▲0.80 円/kWh（税

込）、または高圧：▲0.73 円/kWh（税抜））を含んでいます。なお、特別高圧は対象外です。 

 

◆2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について 

繰上検針の場合、2026 年 6 月初旬に公表する「2026 年 6 月分電気料金の燃料費調整単価について」、分散検針の場合、2026 年 

5 月初旬に公表する「2026 年 5 月分電気料金の燃料費調整単価について」にあわせてご案内します。 

 

※分散検針：検針日が毎月 2 日から月末までのいずれかの場合 

 繰上検針：検針日が毎月 1 日の場合 

朝時間：平日（土曜日を含む）の午前 8 時から午後 1 時までの時間をいいます。 

昼時間：平日（土曜日を含む）の午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。 

晩時間：平日（土曜日を含む）の午後 4 時から午後 10 時までの時間をいいます。 

夜時間：朝時間、昼時間および晩時間以外の時間をいいます。ただし、日曜日・祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する 

休日）および 1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日は、全日「夜時間」といたします。 


